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社会保障改革の

動向とこれからの医療

演者紹介

石川 続きまして中村秀一先生です。中村先

生は東京大学法学部をご卒業後、旧厚生省に

入省されました。厚生労働省では官房審議官、

老健局長などの要職を務められ、社会援護局

長を最後に、 2008年に退官されました。

2008年から 2年間、社会保険診療報酬支払

基金理事長、そして 2010年から内閣官房の

社会保障改革担当室長を務められました。

2012年から社会保障制度改革国民会議の事

務局長として活躍されました。また社会保障

制度および医療介護福祉政策に関する研究を

促進することを目的として、 2012年に一般

社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムを

設立され、理事長を務めておられます。本日

の演題は「社会保障改革の動向とこれからの

医療」です。中村先生、よろしくお願いいた

します。

中村 中村でございます。医療政策シンポジ

ウムにお招きいただき、お話をさせていただ

くことを大変光栄に思っております。最後の

演者でございますので、皆さんお疲れではな

いかと思います。また、土居先生のほうから

は社会保障・税一体改革について触れていた

だきましたので、なるべく重複を避けてお話

をさせていただきたいと思います。

ご紹介にありましたように、 2010年10月

に民主党政権の下で、社会保障と税の一体改

革の検討をする事務局として任命されまし

た。 3党合意に基づく 一体改革ということで、

第二次安倍内閣でもこれを引き継ぎ、 3年数

カ月その仕事をしてまいりました。

一体改革につきましては、来月から消費税

が8%に上がるということ、また、厚生労働

省保険局の説明では今回の診療報酬改定も一

体改革で示された方向性で進められていると

いうこと、さらには社会保障関係のプログラ

ム法が昨年 12月の国会で通り、それに基づ

いて現在の国会にも医療法や介護保険法の改

正法案などが厚生労働省から出ていることな

ど、いわば今は列車が走っているところでご

ざいます。

そういった意味では、ここにお集まりの皆
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さんもいろいろな報道に接せられ、あるいは

日本医師会の情報などでご存じのことも多い

かと思いますが、私のほうからは、そうした

今進んで、いる改革についての考え方や認識、

背景といったことを中心にご説明してまいり

たいと思います。

老人福祉法制定から半世紀で

急速に高齢化が進展

東京でオリンピックが開催されることが決

まりました。前の東京オリンピックが行われ

たのは今から 50年前ですが、その前年の

1963年に、わが国のいわば高齢者介護の法

律である老人福祉法が制定されました(図表

1 )。皆保険、皆年金が達成されてから 2年

後のことです。

ここからわれわれは50年間進んできまし

た。これから少子化が進み、 2050年にはま

た人口が9000万人台にまで戻るということ

ですが、 1963年の状況からスタートして、

50年でどのような変化が起こったかを示し

たのが図表2です。非常に激しい変化の中

で仕事をしてきたということが言えると思い

ます。

図表・1

老人福祉法制定から半世紀

01963年老人福祉法制定

-総人口 9015万人

・高齢化率(1960年) 5.7% 

-平均寿命(1960年) 男65.32歳女70.19歳

・100歳以上 154人

-子との同居率 79.9% 

-特別養護老人ホーム 1施設80人

当時は高齢化率が5.7%でありました。日

本は皆年金ということで国民年金制度を作

りましたが、ご案内の通り、支給開始年齢

は65歳でした。1960年の平均寿命は65歳

ですから、あまり長い年金受給期間を政府

は想定していなかったわけです。老人福祉

法が作られたとき、総理大臣から銀杯を 100

歳以上の方に差し上げるという事業を始め

ました。そのときに初めて政府は 100歳以

上の方の人口を調べて名簿を作りました。

154人に銀杯を差し上げております。そして、

65歳以上の方の子との同居率は8割近くあ

りました。

この老人福祉法をなぜ作ったかというと、

要するに低所得者対策でした。戦前は養老院、

戦後はそれを引き継いで生活保護法で養老施

設がつくられ、老人福祉法によって養護老人

ホームに衣替えしました。

しかし、所得要件に関係なく介護の問題は

生じます。そこで介護施設をつくらなければ

いけないということで、この老人福祉法で特

別養護老人ホームを制度化しました。当時、

浜松の聖隷福祉事業団に 1カ所ありました。

1963年の厚生白書に書いてありますが、 1施

設80人から始めました。

図表・2

この50年の変化(2012年)
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-総人口

・高齢化率(1960年)

.平均寿命(1960年)

.100歳以上

・子との同居率

-特別養護老人ホーム

9015万人当12，751万人

5.7% =今24.1%

男65.32歳女70.19歳司

男79.94歳女86.41歳

154人当54，397人

79.9%=叫 3.2%(09年)

1施設80人当

7，552施設 498，700人



実はちょっと説明が逆転しているのです

が、この特別養護老人ホームの定義をするた

めに当時言葉がなかったので、「常時の介護

を必要とする高齢者を収容する施設とする」

ということで、「常時の介護」という言葉を

初めてっくりました。それが「介護」の初出

でありまして、当時は広辞苑にも載っていな

かったのです。辞書をつくった人の本が岩波

新書で出ているのですが、その人の証言によ

ると、広辞苑の第三版、 1983年 12月の版か

ら初めて「介護」の言葉を載せたけれども、

1983年当時でも「介護」の言葉は一般的に

使われていなかった、日本の辞書では広辞苑

が最初に「介護」の言葉を付け加えた、と出

ています。ちょっと横道にそれました。

2012年までのこの 50年間で、人口が1億

2700万人になり、高齢化率が進み、また寿

命が 15歳も革命的に延びました。吉田兼好

が140歳で死にたい」と徒然草に書いていて、

その当時の平均寿命は 40歳だったのではな

いかと思います。織田信長は「人生50年」

と言いました。それから数百年ずっと 50歳

前後で推移していたのが、 1963年から 2012

年の 50年間、わずか半世紀で 15歳延びたわ

けです。このような中で、当然、医療や介護

のニ}ズも変わってきます。

私は 1973年に旧厚生省に入省し、 l年生

のときに老人福祉課に配属になりました。そ

のとき特別養護老人ホームはまだ全国に 200

--300カ所しかなく、現地に行くと「うちの

入所者は平均年齢が70歳を超えている」と

言われるような時代でした。それが今では、

皆さんもご承知の通り 90歳が珍しくない時

代になり、 100歳以上が5万 4397人です。

子との同居率は、年金制度などが充実してい

ることもあって減少し、特別養護老人ホーム
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は約50万床、老健、介護療養型を入れると

約90万床が介護施設として整備されている

ということであります。

今回の医療・介護の改革は、このような変

化に対して医療・介護のニーズと現在の提供

体制の聞にミスマッチがあるのではないかと

いうことで、先ほどから示されておりますい

ろいろな課題や、社会保障の財源とサービス

との間の不整合を解消していこうというの

が、今回の国民会議や社会保障制度改革の基

本的な発想になっております。

報告書にはこう書かれています。「しかし

ながら、国民の医療・介護ニーズと提供体制

のミスマッチが続いたまま医療費や介護費の

増大を招けば、国民負担増大の抑制の観点か

ら、必要な医療・介護まで保険給付の対象か

ら外すなどの対応が一律的に行われたり、緊

急性の高い救急医療を緊急性の低い医療が押

しのげたりといった事態を招きかねない。改

革推進法一一これは社会保障制度改革推進法

という国会で3党が合意して作った法律です

が一ーによる国民負担の増大の抑制と必要な

医療・介護の確保という要請を両立させてい

くためには、ニーズと提供体制のマッチング

を図る改革を待ったなしで断行していかねば

ならない」
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これが結論なのですが、このような背景が

あることを前提に、お配りしているスライド

を使って、時間を守ることを最大の命題とし

てこれからご説明してまいりたいと思いま

す。

バブル経済の崩壊後も

年々増大する社会保障給付費

まず、社会保障の現状です(図表 3)。



2013年度の社会保障の規模は 110.6兆円とい

うことで、 GDPの2割を超えています。そ

の内訳は年金がほぼ半分、医療が3割、福祉

が2割です。社会保障が年々大きくなってい

るということは図表4の「社会保障給付費

の推移」にある通りで、先生方もご承知のこ

図表・3

社会保障の現在

0社会保障の規模(2013年度)

110. 6兆円

-わが国の国内総生産(GDP)の2害IJを超える規模
・年金がほぼ半分、医療が3割、福祉が2害IJ

0国家予算92.6兆円を上回る

当社会保障は年々大きくなっている。

図表・4

とと思います。

皆保険以来の医療費の動向を見ますと、国

民医療費につきましては一番新しい統計が

2011年までですが、ご覧のような推移をた

どっております(図表5)。皆保険になった

1961年から今日までに国民所得は 21倍、国

民医療費は75倍になりました。経済も非常に

大きくなりましたが、その実質3倍の大きさ

で医療も発展してきたということであります。

しかし 1990年以降、特にバブルが崩壊し

たことで経済環境は大きく変化しました(図

表 6)01989年の末日の株価が3万8915円。

そして、先ほど調べました今日の午後2時50

分現在の株価が1万4904円と、 1万5000円

を割っていてまだ回復しておりません。この

ような長期低迷下で社会保障を続けてこなけ

ればならなかったことが背景でございます。

社会保障給付費の推移
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図表8にありますように GDPは1990年

以降フラットですが、先ほど見ていただいた

図表4では社会保障給付費はそのままずっ

と伸びております。経済成長期は何とか社会

保障と財源とが歩調を合わせてきていました

が、 1990年以降、そこにギャップが出てき

図表・5

国民皆保険:1961年~

国民医療費 対国民所得

1961年 5.130億円 3.19% 

2011年 38兆5.850億円 11. 13% 

0国民所得

。国民医療費

21.56倍

75.21倍

図表・7
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ています。

また現在は、働いている人の3人に 1人が

非正規という状況であります。先ほど土居先

生から、 1997年に不況になったというお話

がありましたが、図表9のグラフの青色部

分が正規労働者の数になります。97年がピー

図表・6
「一一一

1990年バブル経済の崩壊

1989年12月29日東証平均株価、 3万8915円

史上最高値

1990年10月 1日東証株価2万円を割る。
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図表・8

社会保障制度の骨格が整備された1960-1970年代は高度経済成長期でしたが、
安定成長期を経て、バブル崩壊以降、経済は停滞しています。
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図表・9

1 正規雇用と非正規雇用の労働者の推移

0 正規の職員・従業員は近年減少傾向。

o 2011年の非正規の職員・従業員は前年に比べ、 46万人の増加。
o 2011年の非正規の職員・従業員割合は、 35.1%。
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(資料出所)加∞年までは総務省「労働力調査 (特別調査)J (2月調査)、 2005年以降は総務省「労働力調査 (詳細集計)J (年平均)による。
(注) 1) 2011年の数、割合及び前年差は被災3県の補完推計値を用いて計算 した値。

2)雇用形態の区分は、勤め先での「呼称Jによるもの。
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クで、その後、正規労働者の数は増えていな

い状況です。図表 10は厚生労働省が毎年出

している労働経済白書の図ですが、勤労者世

帯の実収入、可処分所得、消費支出のいずれ

もが、やはり 97年をピークに減少傾向にあ

るというところで、医療保険財政も大変厳し

図表・10

講演3 社会保障改革の動向とこれからの医療

い状況になっています。

土居先生のお話とかぶりますけれども、社

会保障は先ほど見ていただいたように 110兆

円のうち 6割が保険料、 4割が税財源であり

ますが、 1997年ぐらいから保険料収入はあ

まり伸びていません(図表 11)。逆に言い

第2ー(2)-2図 勤労者世帯における実収入、可処分所得、消費支出の推移

(円)

700，000 

600，000 

500，000 

400，000 

300，000 

200，000 

100，000 

0 

図表・11
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勤労者世帯の実収入、可処分所得、消費支出は、い9"れも1997年をピークに減少、傾向で推移。
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ますと、税財源を給付の内容とする人たちが

高齢者を中心に増えてきたために、 1990年

代には大部分が保険料財源だ、ったのが、今日

では 6対4まで税財源が増えてきています。

ですから社会保障を考える上で、税のことも

ゆるがせにはできません。

図表 12にありますように、歳出は3月

31日までの今年度予算で、 92兆円を一般会

計で、使っております。そのうち 29兆円が社

会保障です。中央省庁が使える一般歳出のお

金は54兆円ですので、その 54%が社会保障

で使われていることになります。また、収入

の92兆円のうち半分の49%は新たに借金を

している状況です。

次に 2000年からの中央省庁の経費の推移

ですが、この図表 13のグラフを見ていただ

くと、 100より下がみんな減っている経費に

図表・12

なりますので、あらゆる経費が減っている中

で社会保障しか伸びていないという状況で

す。こうした状況の下で、 2010年10月から

社会保障と税を一体的に改革していこうとい

うことで検討がスタートし、ご承知の通り社

会保障改革が進んで、いるわけです。

社会保障・税一体改革の

10本の関連法が成立

社会保障にほころびが出ておりますので、

機能の強化と持続可能性の確保を図らなくて

はなりません。そのための社会保障改革をし

ようということです(図表 14)。それには

お金がいりますので、消費税を使って安定財

源を確保したい。そして、中央省庁は予算の

半分以上を社会保障に使っておりますので、

一般歳出に占める
社会保障関係費の割合

ー予 約54%

|一般歳出に占める社会保障費の割合の推移 i
年度 歳出総額 一般歳出

2013 926，115 539， 774 (100与も)

2005 821，829 472， 829 (100%) 

2000 849， 871 480， 914 (100%) 

@ 

社会保障関係費

291 224 (鈎54%)

203 808 (釣43%)

167 666 (鈎35%)



図表・13

講演3 社会保障改革の動向とこれからの医療

一般歳出に占める項目別指数推移(平成12年度~平成25年度)
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(注)平成24年度については、当初年金交付国債により確保する三ととしていた年金差額分(基礎年金国庫負担1/2と36.5%と
の差額(25，044億円))を含んでいる。なお、年金差額分についてはその後、つなぎ公債(年金特例公債)により確保することとし
ている。

その部分の財政が健全化すれば、少なくとも

全体の財政の健全化に半分は寄与することに

なります。そこで、これをテコに財政の健全

化の同時達成も目指していこうというのが、

社会保障改革と税制改革の一体的実施の趣旨

です。

これを 2010年10月から民主党政権の下で

まとめ、党内が分裂するという犠牲を払いな

がら国会に法案を提出しました。ねじれ国会

でしたので、当時の野党である自・公と合意

を得なければ成立しなかったところですが、

2012年6月に 3党合意が成立し、 2012年8

月に合計8本の法律が修正されたりして成立

いたしました(図表 15)。その後、臨時国

会で2本の法律が成立しましたので、一体改

革関係では計10本の法律が成立しました。

消費税引き上げ関係の法律が2本と、残り 8

図表・14

社会保障改革・税制改革の一体的実施

0社会保障の機能
強化と持続可能性

の確保

0そのための安定
財源の確保と
財政健全化

の同時達成

|社会保障改革 II 税制改革 | 

本が社会保障関係です。社会保障関係のうち、

3本が子ども・子育て関係、 4本が年金関係

ということになります。

見ていただいてお分かりの通り、医療・介

護がありません。これらの法律については、

今の状況下で合意はできないということで、

@ 



図表・15

社会保障・税一体改革関連法案

I政府原案】 【修正】

| 社会開度改革推進繰(鰍) I 
! rl 子ども・子育て関係ト一~ I 

|・子ども・子育て支援法案 ~ I・子ども・子育て支援法案 (衆議院で修正)

! I .総合こども園法案 ILノ|・ 認定こども圏法改正法案(衆法)※
i I・関係整備法案 ト関係整備法案 (衆議院で修正)

※正式名称、は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案」

。闘年金機能強化法案 (衆議院で修正)
-被用者年金一元化法案(衆議院で修正※)

※形式的修正のみ

上記の他、以下の法案が臨時国会で成立

-国民年金法等改正法案
E年金生活者支援給付金法案

!日税制関係

! I・国税改正法案 I r'¥ I・国税改正法案 (衆議院で修正)
l 地方税改正法案 I --V I 地方税改正法案 (衆議院で修正.~_____________ _____ __)_J

当時野党だった自民党が中心になって 2012

年8月に社会保障制度改革推進法というもの

を議員立法で通し、これによってさらに 1年、

つまり昨年の8月まで、国民会議で社会保障

制度改革について検討することになりまし

た。そして会議で検討した方向性に沿って政

府が法案を出していくための「プログラム法」

というものを作り、それに従って今年2月、

厚生労働省が現在の国会に関係法案を出して

いるといった経過になっております。

そういった中で、法律上は 2015年10月に

消費税が10%に引き上げられますので、 5%

の財源がプラスになります。その5%のうち、

1%分は社会保障の上積みのために使い、 4%

分は今まで、財源がなかった基礎年金の国庫負

担の 2分の lなどの財源や、消費税の引き上

げに伴う社会保障支出増加分にあてる財源、

そして先ほど申し上げた国の借金、後世代に

ツケを回している部分の穴埋め、財政の健全

化のために使っていこうということです(図

表 16)。

順番が逆になりましたが、消費税財源はす

べて、園、地方も含めて社会保障に使ってい

く、全額を社会保障財源化するということが

社会保障と税の一体改革で決められたわけで

あります。

社会保障給付費の

推移と今後の見通し

@ 

そういう中で、先ほども土居先生が医療費

はどれだけになるかという資料をお示しにな

りましたが、これが現在、政府が行っており

ます「社会保障に係る費用の将来推計につい
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図表・16

一体改革における「社会保障の充実・安定化」について

o r平成21年度税制改正法附則104条J
-消費税を年金、医療、介護、少子化対策に充てることなど、税制抜本改革の道筋等を規定。

o r一体改革成案J(23年6月政府・与党本部決定、 23年7月閣議報告)
-社会保障の充実2.7兆円程度(充実3.8兆円程度一重点化・効率化企1.2兆円程度)の改革項目等を決定。

o r一体改革・広報に関する基本方針J(24年1月関係5大臣会合とりまとめ)
-社会保障の充実(1%程度)と社会保障の安定化(4%程度)の内容等について確認。

o r一体改革大綱J(24年2月閣議決定)
-社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成。成案を具体化し、具体的な改革項目と工程を決定。

0消費税収の使途
全額社会保障財源化(国分は社会保障4
経費(年金、 医療、介護、少子化対策)1こ
限定)(税制抜本改革法)

-・・・2
:
:
'

…
%
班
…

“‘，a
a
u
 

0 消費税収 (5%:13.5兆円程度)
の国・地方の配分

国3.46%、地方1目54%(うち地方消費税
1.2%、地方交付税0.34%)

(税制抜本改革法)

.
唱
度
…

…
引
程
…

図表・17

「社会保障の充実」について

0既に所要の法律(子どち・子育て支援活
等〉が成立-砂

0医療・介護サービス提供体制の機能強化
自公政権下の社会保障国民会議の議論を反映

社会保障制度改革国民会議で議論

0医療・介護保険制度のセーフティネット
機能の強化
一部、所要の法律(国保法改正法)が成立
社会保障制度改革国民会議で議論

-砂

0既に所要の法律(年金機能強化法、年金
生活者支援給付金法等〉が成立-砂

社会保障の充実

+2.7蔀回程度

O子ども・子育て支援の充実| 0.7兆円程度
司待機児童の解消(保育、放課後児童クラブの

量的拡充)など

0医療・介護の充実 I ....1.6兆円弱程度|
ー病床機能に応じた医療資源の投入(入院医療の強
化)、在宅医療・介護の充実(病院・施設から地域、

在宅へ)など

0年金制度の改善 I ....0.6兆円程度 | 
-低所得高齢者・障害者等への福祉的給付、
受給資格期間の短縮など

@ 



図表・18

「社会保障の安定化」について

社会保障の安定化
:今の社会保障制度を守る

+10.8逃円程度

0年金国庫負担2分の1 ~兆円程度|
ー(平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合2分の1の差額 ゆ1

0既に所要の法律(年金機能強化法等)が
成立

に係る費用を含む)

0後代への負担のつけ回しの軽減|7.0兆円程度|
ー高齢化等に伴うi雪(自然増)や安定財源が確保できていない

02015年度国・地方のPB赤字半減目標

。| 平成25年度予算編成の基本方針
I (平成25年1月24日閣議決定)既存の社会保障費
財政運営戦略(平成22年6月22日閣議決定)

自民党財政健全化責任法案

0消費税引上げに伴う社会保障支出の増
ー年金、診療報酬などの物価上昇に伴う増 ~兆円程度 | ..r0既定の制度(法律)に基づく措置

て」の最新のものでございます(図表 19)。

2012年3月、先ほども申し上げた民主党

政権の下で国会に7本の法律を提出したとき

に、その法律が通った場合、 2025年度の社

会保障はこうなるということを説明した将来

推計がこれです。繰り返しになっております

が、足元の社会保障の大きさは約 110兆円と

いうことで、対GDP、国内総生産に対して

22.8%であります。年金が半分、医療が

35%、グレーが介護ですので8%で約40%で

す。子ども子育て、その他で約 10%です。

年金5に対して、医療・介護が4、そして「そ

の他」が lという構造になっております。

2025年度には 148.9兆円ということで、

GDPも増えると想定しておりますが、それよ

り社会保障が伸びます。また、当然消費税を

引き上げて上乗せにも使いますので、改革な

しよりも改革ありのほうが社会保障全体は大

きくなると考えております。つまり給付増に

なるということです。これについては一部、

経済界などを中心に、今回の社会保障改革は

切り込みが足りないとか能天気だといった批

判もあるところです。そして、対GDP比は

24.4%まで上昇するということであります。

次に見ていただきたいのは、 2004年の年

金改革をもとにした社会保障給付費の見通し

です(図表20)。厚生年金の保険料の上限

が18.3%になったらそれで、頭打ちにするとか

一一これは2017年に達するのですが一ーさ

まざまな給付増を回避する方策をとっていま

す。これによって、 2025年度までの聞に年

金は対GDP比11.2%が9.9%と、経済に占め

る割合が小さくなります。こうした改革が

2004年になされて、その線路に乗って年金

@ 
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図表圃19

社会保障に係る費用の将来推計について《改定後(平成24年3月))) 

O給付費に関する見通し
給付費は2012年度の109.5兆円(GDP比22.8%)から2025年度の148.9兆円(GDP比24.4%)へ
増加。

(兆円)
改革後

現状投影
134.4兆円
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。
注1:f社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」を踏まえ、充実と重点化・効率化の効果を反映している。
(ただし、rrr医療介護等②保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化、逆進性対策」
およびrm年金Jの効果は、反映していない。)

注2:上図の子ども・子育ては、新制度の実施等を前提に、保育所、幼稚園、延長保育、地綾子育て支援拠点、一時預かり、子どものための現金給付、
育児休業給付、出産手当金、社会的養護、妊婦健診等を含めた計数である。

注3:( )肉は対GDP比である。<<>>内はGDP額である。

図表・20

社会保障給付貨の見通し

社会保障給付は、高齢化とともに今後も急激な増加が見込まれ、税・社会保険料といった国民負担の増大が

見込まれる。特に、医療・介護分野における給付の増加が顕著。

l-器官wl

医療

鍾」盆E
(7.3%) 

社会保障に係る費用の将来推計

く 理⑦

::;;;;;;;CZD 

C璽ジ

CZD 
GDP 479.6兆円
2012年度 〈工 GDP1.27倍二〉

(II!鼻)平感::B 'l'3月 30日原労省『社会保慣に係る費用の将来干酬の改定について(平成2~(字削 ) Jより作成.
(ttl)表EUlI:t.実領、()内の%安ff.t.tGDPIt.
(11'.2)1社会保揮改本の具体育官.工租及び費mt竜寛」を暗主え‘充実k重点化・効率化の効県骨反映してb喝盲

@ 

介良盟」盗5(3.2%)

医徳

島」盆E
(8.99も)

年金
銀」盆E
{証言句}

GDP 610.6兆円
2025年度



制度が動いているということであります。

これに対して、医療は1.54倍の54兆円に

なり、対 GDP比も 1コンマ数ポイント上昇

し、介護も同様に 2.34倍になるということ

です。この医療と介護の給付費の増大は、こ

れからご説明する医療と介護の提供体制の改

革をしないと皆保険の維持もできないという

ことが基本的な発想になっております。その

提供体制の改革も盛り込んでいますが、いず

れにしても高齢者、特に後期高齢者が増えま

すので、そこが一番反映する介護が医療の伸

び率よりも大きいというようなことになりま

す。結論から言うと、年金5、医療 ・介護4、

その他1の割合だったものが、 2025年には

年金4、医療・介護が5、その他が1という

ことになります。

先ほど、社会保障・税一体改革の関係で

10本の法律が成立したと申し上げましたが、

医療と介護はありませんでした。また、先ほ

どご説明したように、年金については将来的

に対GDP比の縮小が見込まれ、給付と負担

という意味ではある程度解決済みだとします

と、これからの社会保障の問題の中心になる

のは、社会保障の費用の中で5割を占めるこ

ととなる医療・介護ではないかと思われます。

図表・21

2011年度の社会保障費用統計

02013年12月6日発表

0社会保障給付費総額 107兆4950億円

前年比 +2兆8，157億円

(+ 2.7%) 

0年金 530，623億円

社会保障給付費に占める割合 49.4% 

次に、先ほど土居先生の表にも同じく出て

きました社会保障費用の統計です(図表

21)。昨年末に2011年度のものが公表され

ました。一つだけ注目していただきたいのは、

先ほど年金がそれほど伸びないと推計してい

ると言いました。本当かと思われたかもしれ

ませんが、そういったことがすでに出てきて

おります。社会保障給付費に占める年金の割

合が49.4と、 2011年度で5割を切っており

ます。

平成に入ってから年金はず、っと 5割以上を

キープしておりまして、特に 1998年、 1999

年と社会保障の費用のうちの53.2%が年金で

これがピークでした。しかし2004年の改正

が効いて、年々減少傾向になってきているわ

けです(図表22)。

最近の給付費の伸び率を見ますと、 2009

年は政権交代のあった年で相当不思議な動き

をしていますが、 2009、2010、2011年と、

いずれにしても年金の伸びは小さいです(図

表 23)。これに対して福祉その他は、特に

福祉・子ども手当などの関係で伸びが大きく

なっています。2009年から 2011年の各部門

のシェアを見ますと、年金がシェアを落とし

てきている一方で、、医療は31.1%です(図表

図表.22

年金:社会保障給付費の5割を切る。

0年金給付費
1989年からず、っと5割以上をキープ

O年金のシェアのピーク
1998・99年の53.2%がピーク

02006年53%から毎年低下傾向

02011年のシェア
1988年の49.6%を下回る水準

@ 



24)。皆保険以後、 2009年が医療費のシェ

アのボトムだ、ったのですが、それから上がり

出しています。福祉などは 1968年以来の高

さになっています。

そういうことで、年金の歯止めが利いてき

ている一方で、介護を含む医療・福祉の伸び

がすでに 2009年から 2011年にかけて動き始

めています。この趨勢が、先ほど見ていただ

いた 2025年まで続いていくとご理解いただ

きたいと思います。

社会保障改革の動きと方向性

先ほど申し上げたように、 3党合意に基づ

いた社会保障制度改革推進法により、 2013

図表園23

2009年-2011年の伸び率

鈴付萱全i主
年金

医療

福祉その他

図表・24

2009年 2010年

6.0今色 3.5今色

4.3% 1.2今色

4.0今6 4.8% 

15.7今6 8.3% 

部門別シェアの推移
(2009年今2011年)

年金 51.8%今49.4%

医療 旦.10;金一う31.7%

2011年

2.70;も

0.2今色

3.5% 

8.4% 

(31.1%は皆保険以後ボトム)

福祉その他 17.2%今18.9%
(1968年以来の高さ)

講演3 社会保障改革の動向とこれからの医療

年の8月21日まで社会保障制度改革につい

て検討をしてまいりました(図表25)。昨

年の 8月6日には安倍総理に報告書が提出さ

れております。そして8月21日までに法律

を出せということだ、ったのですが、国会も開

いておりませんので閣議決定をして、 10月

15日の臨時国会の冒頭にプログラム法案を

提出し 12月に可決、現在はこの法案に基づ

いて個別の法案が国会に提出されているとい

うことであります(図表26)。

次に「国民会議」の報告書の位置づけです

が、今までの有識者の提言は「政府はこうい

うことでやるべきだ。そのために財源の確保

に努められたい」といったもので、結局、財

源の確保がうまくいかずに宙に浮いてしまう

ようなケースが多かったわけです。しかし、

図表圃25

社会保障制度改革推進法

• 3党合意に基づき、 2012年8月10日成立
*3党合意:2012年6月15日

*自民党主導の議員立法

• r社会保障制度改華国民会議」の設置を決める。

• r国民会議」の期限:2013 立E主主

図表・26

社会保障改革の動き

@ 

2013年8月6日
社会保障制度改革国民会議・報告書

(清家会長→安倍総理)

2013年8月21日
「法制上の措置」の骨子(閣議決定)
2013年10月15日臨時国会召集日
「プログラム法案J国会提出(「法制上の措置J)

12月5日可決、成立
2014年通常国会~
「個別法案Jの国会提出



この国民会議は、経過を見ていただいてもお

分かりの通り、消費税が8%、10%へと引き

上げられることを前提にして、どのように社

会保障改革をするかを検討しろということ

で、具体性が非常に高いものでした(図表

27)。

また、白紙で有識者に委任したわけではな

く、 3党合意に基づいて国会で決められた法

律によって、すでに基本的な考え方や改革の

基本方針は決められていました。例えば医療

保険制度について言えば「皆保険を維持する」

ということが明記されていたわけです。そう

いう中で、生みの親である 3党の協議者が決

めたアジェンダに従って、専門家が論理的、

実証的に議論して決めたということです。

経過で見ていただきましたように、政府の

ほうにも法律を作らなければならないという

ことが義務付けられた形で進んで、きていると

ころが特色だと思います。

医療・介護の見直しについて

医療・介護の見直しについては、ここにお

集まりの先生方は情報に接する機会が多いと

図表・27

「国民会議」報告書の位置づけ
~これまでの有識者による諸提言との違い ~

1) 社会保障・税一体改2主として「社会保障の機能強化のための
安定財源としての消費税 lが前提。

→重点化・効率化も行い、より具体的な充実を提案

2) 自公民3党合意に某づくa!l革推進法に規定する「基本的な考え

方J、社会保障4分野に係る「改革の基本方針J、3党実務者協議
で取りまとめた「検討項目」に基づいて審議。

ーう具体的なミッションを受けた、専門家による論理的・実証的
議論

3) 報告書を踏まえて、政府が「法制上の猪置」を講ずることが改革

推進法に明記。
ーラ改革の方向性・タイミングの枠組みの中で、今後、盈直二
与党が具体的な改革肉容を詰める

@ 

思います。医療・介護機能の再編、特に病院・

病床機能の分化と連携の強化が挙げられてお

ります(図表28)。

前回の2012年の診療報酬と介護報酬の同

時改定を第一歩として実施すると説明されて

おりましたが、特に今回の診療報酬改定は、

先ほど申し上げたように一体改革についての

関係法案やプログラム法案も通り、国民会議

の報告書も出たということで、 2012年より

もさらに明確な方針が固まりました。

2025年まで医療・介護提供体制の改革を

目指していく、そのために診療報酬、介護報

酬についてはこれから何回か改定があるわけ

ですが、その中で必ずそれをやっていくとい

う方向性が明らかになりました。

数年前に中医協から、現在の一般病棟の入

院基本料の病床数がワイングラス型の図で示

されました(図表29)。これを2025年まで

に右側にあるようなとっくり型に変えていか

なければいけないということが示されてきて

おります。このような図については、社会保

障制度改革国民会議などでも繰り返し説明さ

れ、その構成について、どのようにしていけ

ばこれが実現されるかということが議論の

テーマとなりました。

また、外来医療も、大病院の外来医療など

については一般外来を縮小していくという方

向性が示され、医療改革と合わせて地域包括

ケアシステムを生活圏域で、作っていかなけれ

ばならないということが示されました(図表

31、32)。

2025年の医療・介護を想定したシミュレー

ションでは、高齢者が増えますので、入院、

介護入所者も当然増えます。現状投影型、つ

まり現在の施設、病院の使い方のままでいけ

ば約 60万人増える計算なのですが、しかし、
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図表・28

医療・介護機能の再編(将来像)

患者=ーズに応じた病院・病原機能の健割分担や、医療機関問、医療と介置の聞の連揖強化を
通じて、より効果的・効率的な医療・介霞サービス提供体制を構築します。

【2012(H24)年】- 〉 【州制年】

.【取組の方向性】

0入院医療の機能分化・強化と連携
・急性期への医療資源集中投入

.~急性期、慢性期医療の機能強化 等
O地域包括ケア体制の整備
-在宅医療の充実

・看取りを含め在宅医療を担う診療所等

の機能強化

・訪問看護等の計画的整備 等

.在宅介護の充実

・在宅・居住系サービスの強化・施設ユニット

化、マンパワー増強 等

一般病床
(109万床)

療養病床
(24万床)

介護療養病床

| 介護施設
(98万人分)

| 居住系サービス
(33万人分)

在宅サービス
(320万人分}

【患者・利用者の方々

-病気になっても、職場や地域生活へ早期復帰

.医療や介護が必要になっても、住み慣れた地

域での暮らしを継続

医療・介瞳の基盤整備・再編のための集中的・計画的な投資

図表圃29

【入院】現在の一般病棟入院基本料等の病床

<2010(H22)年の病床数> <2025(H37)年のイメージ>

厄記
地
域
に
密
着
し
た
病
床
(
M
万
)

一位急性期 (35万)

1 13~ 1 I 

区
一

亜急性期等 (26万)

直垂翌日
保険局医療課調べ

0 届出医療機関数でみると10対1入院基本料が最も多いが、病床数でみると7対1入院
基本料が最も多く、2025年に向けた医療機能の再編の方向性とは形が異なっている。

@ 



図表・30

医療・介護提供体制の現状と将来像(イメージ図)

現状 :病床機能の未分化、 ニーズに応じた供給の不足

庄司(

t I老健・特養|

36将来像:選択と集中、機能分化・ネットワーク、居住系施設・在宅の一層の充実

図表園31

地域の拠
点となるよ
うな病院

診療所等

入院医療・外来医療の役割分担のイメ-1JT???-2

現在 4 二〉方向性

急性期は資源の集中的な

投入と専門分化、亜急性・

回復期リハ病床の増、長
期療養(医療療養)は地域
でのニーズを支える

入院

巳今

外来

入院

外来

入院

(機能強化

・分化)

病院勤務医の負担軽減

外来(専門化)川I ;0専門外来の確保
| !O一般外来?竹縮小l地糊域
での連携強化 | 

入院 I l_~三時外未り里!リカ------，

外来・訪問診療等電L_f ， 
: 1 "可 医療介護を通じた包括支援・マネジメ | 

i主治医機能の いント、他職種との連携、長期継続ケァ | i強化 ; I l"" I -， 1 L::.'1~1'=' '-V'''~1~ ， J..'C..7V" I~ 'I~" ， ， J 

出典・社会保障国民会議資料(平成20年)をもとに医療謀で作成

@ 
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図表・32

医療・介護サービス保障の強化

-病床機能に応じた医鰻資源の役入による入院医療強化
・在宅医療の充実、地楊包括ケアシステムの構築

-m霊~園・

.1也域の病院、拠点病院、回復期病院の役割
分担が進み、連携が強化。
・発症から入院、回復期、退院までスムーズ
にいくことにより早期の社会復帰が可能に

改革によってこの60万人分は増やさないと

いう方向性が出されました(図表34)。増

加するであろう入院、介護ニーズについては、

在宅医療・在宅介護の推進など、この青字の

部分を充実することによって引き受けてい

く。こういうことが厚生労働省側から示され、

それらを踏まえてどう考えるかということが

国民会議の議論のポイントになったわけであ

ります。

国民会議の報告書が提言する

医療・介護分野の改革のポイント

国民会議では、消費税が使う分野として、

年金、医療、介護、少子化の「社会保障4分

野」ということが言われました。その4分野

のうち、あえて医療と介護は一つのパッケー

~\II どこに住んでいても、その人にとって適切な医療・介護
'~ A1 サービスが受けられる社会ヘ

退院したら

、
1 ・グループホーム ! 
: (17→37人分) ; 

! ・小規模多偽能 j 
; (0.25か所→Zか所)‘ 
;・デイサビスなど;
、

※数字は、現状は2012年度、目標は2025年度のもの

ジとして議論され、国民会議の報告書の各論

の中でも「医療・介護分野の改革」として記

述されています。

そのポイントについて申し上げますと、特

に社会保障制度改革を検討するにあたって、

われわれは 2009年の政権交代と、安倍政権

に戻った 2012年と、 2回の政権交代を経験

しました。そういった中で、土居先生にも最

初の有識者会議に出ていただきましたが、そ

のときの座長の宮本太郎先生からは「社会保

障というものは政争の具にすべきではなく、

超党派の常設の会議機関を設けたらどうか」

というご提言もいただきました。

また、 2009年の政権交代前の福田・麻生

政権時の社会保障国民会議では、医療・介護

サービスの提供体制改革のシミュレーショ

ンなども示されました。今回の国民会議の報

@ 



図表・33

Ir医療・介護に係る長期推計(平成23年6月)J具体的な改革のイメージより|ド充実・重点化効率it:J
(医療・介護ニーズ) (平成37(2025)年頃までの改革とその効果に関する仮定)

高度急性期 0・医療資源の集中投入により、平均在院日数2割程度短縮。 減少するニーズ
(約2割) は、豆急性期・回復期リハ等、早期の軽快(在宅・外来)

一般病床 一般急性期 0・医療資源の集中投入により、平均在院日数33%程度短縮。減少するニーズ
(10割) (約5割) は、豆急性期・回復期リハ等、早期の軽快(在宅・外来)

亙急性期・回復 0・機能強化により、平均在院回数2割程度短縮。減少するニーズは、医療療
医療病床 期リハ等(約3害1]) 養、介護サービス、早期の軽快(在宅・外来)

長期療養 (慢性期)
0・医療区分 1は介護、 2・3は医療
0・在宅医療の推進、機能強化等を勘案し、平均在院日数 1割程度短縮

0・機能に応じた体制の充実やアウトリーチ(訪問支媛)等の推進により、平
精神病床 均在院回数 1割程度短縮、入院も 2割程度減少。減少するニーズは、アウト

リーチ(訪問支媛)、早期の軽快(在宅・外来)、介護サービスの利用

特養
0・施設利用は中重度中心でユニットケアが普及、各要介護度の認定者の施設
利用割合も若干低下

介護施設 0・施設利用は中重度中心でユニットケアが普及、各要介護度の認定者の施設
老健+介護療養 利用割合も若干低下

0・現行の介護療養にあっては、医療区分1は介護、 2'3は医療

居住系 (介護)
<>グループホームについては、約37万人分を確保(小規模多機能等の在宅サー
ビスと合わせて認知症に相当程度対応できる水準)

く〉在宅医療・訪問看護の充実(利用者の大幅増)
医療 -生活習慣病予防、医療機関や医療介護の連携、 ICTの活用等の取り組みに

より、医科外来ニーズ(上記入院ニーズからの移行分を除く)が5%程度減少

在宅・外来 <>比較的中重度や認知症等のケースで、さらにサービス利用が進むものと仮定

介護
<>小規模多機能については、約40万人分を確保(グループホームと同旨)。ま
た、 24時間対応の定期巡回・随時対応サービス及び訪問看護を充実
-介護予防等リスクを軽減する取り組みにより要介護者等が3%程度減少

※ 薬や医療機器等に係る効率化として伸び率として年率.6.0.1%程度を織り込み(医療の伸び率ケース①の場合) (+) 
( 現状投影シナリオでも織り込み。後発医薬品の使用促進については、設定した伸ぴ率に、最近の普及の傾向が含まれている。)
地域連携推進のためにMS¥'I等のi首を仮定 (0)、介護職員の処遇改善 (賃金アップ)を仮定 (0)

図表・34

(参考)改革シナリオにおける主な充実、重点化・効率化要素(2025年)

2025年

急性期医療の改革 -両度急性期の職員等 2倍程度i曽コ(単メ(デ単価ィ価カ約ル約1を51倍.中9倍)心()l (現行一般病床平均対比でみた場合)
(医療資源の集中投入等) 一亜般急性急性期の・回職復員期等リハ6等割の程職度員t曽 二3割H程度の)増(単価15%程度増)

長期療養・精神医療の改革 -精長期神療病養床の総員 コメデディィカルを中心lこ1割程度の士宮(単価5%程度i曽)

充
(医療資源の集中投入等) の験員コメ カルを中心l二3割程度のi曽(単価15%程度i曽)

-在宅医療利用者数の増 1.4倍程度
在宅医療・在宅介謹の推進等

約-・居定1住0期万巡系人回・在l目、宅随、介小時盛規対利犠応用多約者繊T能5約万約2人53I万2自万人分人I程日l自度程分差度程備増度加治(現加状(務録状彫投シ影ナシリオナにリオ対にす対るす増る)・骨グ量)ループホーム(施段から在宅・地域へ、箆知症への対応)

実
医療・介護従事者数の培加 -全体で2011年の1.5-1.6倍程度まで増

-介護施設におけるユニットケアの普及、在宅介厳サービス利用量の綱大等各種サービスの充実

そのサ他ー各ビサスー間ビのス連における充実、 -介護職員の処遇改善(単価の上昇)
機強化など -地域連携推進のためMSW等のi曽(上記医療機関の職員増に加えて1-2中学校区lこ1名程度増)

など

急性期医療の改革 -高度急性期 平均在院回数 15-16日程度

(平均在院日数の短縮等) -一般急性期 平均在院回数 日 日程度
-亙急性期・回復期等 平均在院回数 60 日程度 (1旬ーン1の場合)

重
※ 早期の退院・在宅復帰に伴い

(日現程行度一、般一病般床急に性つ13い~て14み日る程と度、平)、均亙在急院性日期数等1795~日2程0日度程]と度み[急られ性る期。15日)程度(高度急性19-20患者のQOLも向上

点 長期療養・精神医療の改革 -長期療養在院日数1割程度減少

化 (平均在院日数の短縮等) -精神病床在院日数1割程度減少、入院2割程度減少

在宅医療・在宅介護-地の媛推へ進}等 -入院・介11施飯入所者約60万人l日程度減少(現状役彫シナリオに対する滅)

効
(施般から在宅

予防(生活習慣病・介吉用護等)・地域連携 -生活習慣院ニ病ー予ズ防のや減介少護に予伴防い・1培也減速機・ICTの活用等により、医療については外来患者数5%程度
率 'ICTのj舌 減少(入 増加する分を除()、介護については要介護者等3%程度減少

fじ .{，申ぴ率として、 Ll.0.1%程度 (医療の伸び率ケース①の場合)
医薬品・医療機器に関する効率化等 ( 現最状近投影普シナ傾リオ向で含も織まれり込み。後発医薬品の使用促進については、設定した伸び率に、

の及の が ている。)

医師・看護師等の役割分担の見直し -病院医師の業務量Ll.2割程度(高度急性湖、 一般急性期)

@ 



告書を書いているときはそれから 5年たって

いるわけですが、その問、この医療・介護サー

ビスの提供体制の改革については見るべき

成果が上がっていないということが指摘さ

れ、その実現が課題になりました(図表

35)。

それから社会保障制度改革推進法では、皆

保険の維持が改革の基本方針として示されて

います。先ほど少し読み上げさせていただき

ましたが、それを実現するためには提供体制

の改革を主眼に置かなければだめなんだとい

うことです。「医療・介護提供体制の改革に

魂を入れなければいけない」と本文には書か

れております。

さらに、今日の関岡先生のお話にも関係す

るわけですが、アメリカのようなマーケット

メカニズムで医療を引っ張っていこうとい

うものではだめなんだということが指摘さ

れております。また、西ヨーロッパあるいは

北欧の国のように、国公立の医療機関が提供

体制の中で大きな役割、あるいはほとんどを

占めている固とも違い、 8割以上が民間の医

療機関にサービスをお願いしているという

ことであれば、その提供体制の改革を実現し

ていくためには、データによる制御で医療

図表・35

医療・介護分野の改革 (各論)の
ポイント

O前・国民会議の継承を強調
福田・麻生政権時の社会保障国民会議で示された医療・介護サービス

の提供体制己主革の実現が課題。

0提供体制の改革を主眼
国民会議の最大の使命は、前回の社会保障国民会議で示され

医療・介護提供休制改革に魂存入れ、改革の実現に向けて実

効性と加速度を加えること。

0データによる制御を提唱
市場の力でもなく、提供体制側の創意工夫を阻害するおそれがある政

府の力でもないものとして、データによる制御機構をもって医療ニーズ

と提供体制|のマッチングを図るシステムの確立

講演3 社会保障改革の動向とこれからの医療

ニーズと提供体制のマッチングを図るシス

テムを構築していかなければならないと強

調しています。抽象的な言い方で恐縮です

が、詳しくは本文を見ていただきたいと思い

ます。

それから、医療・介護提供体制の改革では、

医療と介護を一体的に改革するために、医療

計画と介護保険事業計画を合わせた「地域包

括ケア計画」とも言えるものを構築・推進し

ていくこと。また、その一方で、地域におけ

る医療提供体制については都道府県が責任を

負っていますが、その体制をより強めていく

ために、国民健康保険の給付の責任主体も都

道府県に持っていただいたらいいのではない

かという提案もしております(図表36)。

それから、これまで診療報酬・介護報酬が

医療機関の皆さんの行動を変えるのに非常に

あずかつて力があることは認めつつも、全国

一律の設定であるために大きな地域差が生

じ、十分でない面もあるということで、医療・

介護提供体制改革を進めていくために基金制

度を検討しろということを報告書で、は言って

おります。現に今回の診療報酬改定や来年度

予算編成の中で、約900億円の基金を積み立

てることも認められたわけですが、そういっ

@ 

図表・36

医療・介護分野の改革 (各論)の
ポイント②

O都道府県の役割の強化
地主主における医療提供体制に係る責任の主体と国民健康保険の給付

責任の主体を都道府県が一体的に担うこと

0新たな財政支援方式
全国一律に設定される診療報酬・介護報酬とは別の財政支径の手法

主主互主であり、診療報酬・介護報酬と適切に組み合わせつつ改革の

実現を期していくこと

orかかりつけ医」の役割
「必要なときに必要な医療にアクセスできる!という意味でのフリーアク

セスを守るためには、緩やかなゲートキーパ一機能を備えた「かかりつ

け医」の普及は必須



たことについて報告しております。

また、「いつでも、好きなところに」と解

されがちなフリーアクセスですけれども、皆

保険の大事なフリーアクセス機能については

「必要なときに必要な医療にアクセスできる」

と位置付けていくべきであり、緩やかなゲー

トキーパー機能を備えたかかりつけ医の普及

が大事だと提言しています。報告書を読んで

いただきますと、この医療・介護の各論に

10カ所以上、「地域の医師JI地域医師会JI身

近な医療機関」といったさまざまな言葉で、

かかりつけ医の役割を強調した方向性を打ち

出しております。

医療保険、介護保険につきましては、皆

保険を守れということであれば、まず最後

の砦である国保を優先して考えていこうと

いうことで、国民健康保険の財政基盤の安

定化が優先課題であります(図表37)。そ

れが都道府県が保険者になる条件とも言わ

れておりますので、そこのところを強調し

ています。

被用者保険については、被用者保険の皆さ

んは非常に保険財政が苦しいということが

ず、っと課題になっているわけです。しかし、

保険料率についてはフランス、ドイツ等より

図表圃37

医療・介護分野の改革 (各論)の
ポイント③

0国保を優先
改革推進法(第6条)はまず国民皆保険制度の維持の必要性を掲げて
いることから、「財政基鐙の安定化Jについては、国民皆保険制度の最
終的な支え手(ラストリゾート)である国民健康保険の財政基盤の安定

位互畳主重量となる。

0被用者保険について
日本の被用者保険の保険料率は、医療保障を社会保険方式で運営し

ているフランスやドイツ等よりも低いことや、前述のとおり鍵盤組金国主
保険料率に大きな格差があること、その他被用者保険の状況等を踏ま
え、被用者保険における共同事業の1広大に取り組むことも検討が必要

。後期高齢者医療制度は現行制度が定着
後期高齢者医療制度については、創設から既lこ5年が経過し、現在で
は十分定着していると考えられる。

も低いとか、健保組合間で3倍ぐらいの格差

があるといったことを指摘した上で、被用者

保険における共同事業の拡大にも取り組んで

もらいたいということを言っています。

後期高齢者医療はご案内の通り民主党のマ

ニュフェストで廃止を打ち出しておりまし

た。しかし5年が経過して定着しているので、

必要な見直しは後期高齢者医療制度を踏まえ

て行うべきであると述べています。

繰り返し申し上げますが、このような流れ

の中で、 医療・介護サービスの提供体制の改

革も法律が国会に提出されております。難病

関係の法律も出ています。それから子ども・

子育て支援の充実についても出されており、

「地域における医療・介護の総合的な確保の

推進を図るための法律」という形でも出され

ておりますが、行政説明ではありませんので、

ここのところは飛ばさせていただきたいと思

います。

2014年診療報酬改定のポイント

若干飛びますが、今回の診療報酬改定につ

きましでもいくつか特色があると思います

(図表 55)。医療界の皆さんも、消費税対応

ということについてはずっと訴えられてこら

れました。1989年に消費税を導入したとき、

また 1997年に消費税が3%から 5%に上がっ

たとき、いずれも改定年とは別でしたので特

別改定を行いました。今回、定例改定と消費

税対応と同時であったことは史上初めてであ

@ 

りました。

一体改革の中では、社会保障の充実のため

に消費税財源をどう使うかが予算的にも非常

に争点になりました。これからず、っとついて
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図表・38

社会保障・税一体改革による社会保障の充実

〔※ 糊習引批山|比凹上M山げ
割合の11β2への恒久的引上げ等ホによる社会保障の安定化のlほまか、以下の社会保障の充実を予定している。

O子ども・子育て支援の充実(待機児童の解消などの量的拡充と質の向上)
・子ども・子育て支援新制度の実施による、幼児教育・保育と地域の子ども・子育て支援の総合的推進・充

. r待機児童解消加速化プランJの実施
・新制度への円滑な移行を図るための保育緊急確保事業

-社会的養護の充実 など

0医療・介護サービスの提供体制改革

①病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等

・病床の機能分化と連携を進め、発症から入院、回復期

(リハビリ)、退院までの流れをスムーズにしていくことで、

医・| 早期の在宅・社会復帰を可能にする。

11 ・在宅医療・介護を推進し、地慢での生活の継続を支える。
11 ・医師、看護師等の医療従事者を確保する。
療 11 (新たな財政支緩制度の創誌診療報酬に係る適切な対応の在り方

の検討・必要な指置)

②地駐車包括ケアシステムの構築

介護が必要になっても住み慣れた地爆で暮らせるよう、介護・

介 H 医療・予防・生活班・住まいが体的に提供される地域包括
11 ケアシステムを構築するため、以下の取組を行う。

謹 11 i)医療と介護の連機、 ii)生活支侵・介護予防の基盤整備
一 iii)認知症施策、川地績の実情に応じた要支媛者への支媛の見

直L

V)マンパワーの確保等 など

0難病、小児慢性特定疾患に係る
公平かつ安定的な制度の確立

年 10現行制度の改善

0医療・介護保険制度の改革

①医療保険制度の財政基盤の安定化

-低所得者が多〈加入する国民健康保険への財政支慢の

拡充(国民健康保険の保険者、運営等の在り方に関する

改革の前提として行われる財政支慢の紘充を含む)

-協会けんぽに対する国庫補助

②保険料に係る国民の負担に関する公平の確保

-国畏健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充

.後期高齢者支催金の全面総報酬割の導入

③保険給付の対象となる療養の範聞の適正化等

・低所得者に配慮しつつ行う高額療養費の見直し

・医療提供飽設相互間の機能の分担や在宅療養との公平

の観点からの外来・入院に関する給付の見直し

④介護給付の重点化・効率化

・一定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し

⑤介護保険の一号保険料の低所得者軽減強化

など

金 l・低所得高齢者・障害者等への福祉的給付 ・受給資格期間の短縮 ・遺族年金の父子家庭への拡大
* 2017年度時点では、3.2兆円程度の見込み。 11'.;.~~，，:，~_，-__-，~亙テ匂L三同一山f 心当
(注)上記の表は、消費税培収分を活用した社会保障の充実について、
公費に影響のあるものについて整理したものである。

図表・39

圏
37.8兆円

。

1.5兆円程度
※充実と重点化・効率化

を併せて実施

圏



図表・40

平成26年通常国会に提出予定の社会保障・税一体改革関連法案

0医療・介護サービスの提供体制改革等

【医療法・介護保険法等の改正】

-病床機能報告制度の創設、新たな財政支援制度(基金)の創設等による医療機能の分化・連携の推進、
在宅医療の推進等

-地域包括ケアシステムの構築に向けた介護の地域支援事業の見直し等

介護保険における低所得者の保険料軽減強化や一定以上所得者の利用者負担の見直し等

0難病・小児慢性特定疾患への対応

【難病の患者に対する医療等に関する法律案(仮称)(新法)】

難病に係る公平・安定的な医療費助成制度の確立等
(法定給付化、対象疾患の拡大(56→約300)、負担の見直し等)

【児童福祉法の改正】

小児慢性特定疾患に係る公平・安定的な医療費助成制度の確立等
(法定給付化、対象疾患の拡大(514→約600)、負担の見直し等)

0子ども・子育て支援の充実

【次世代育成支援対策推進法等の改正】

-企業における両立支援の更なる取組を促進するため、次世代法について期限の10年延長、見直し等

【雇用保険法の改正】

-育児休業給付の給付率の引上げ(休業最初の6月間につき50%→67%)等

※平成27年通常国会には、医療保険制度改革のための法案を提出予定。

図表・41

地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革

改革の目的:今回の医療・介護の改革は、プログラム法の規定に基づき、 高度急性期から在宅医療・介護までの一連の

サービスを地域において総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実現

し、患者の早期の社会復帰を進め、住み慣れた地域での継続的な生活を可能とすること

(l効率的かつ質の高い医療提附lの構築){t ( 地域包括ケアシステムの構築 f: 
~Gi邑 ・医療及び介護サービスの整合的な計画の策定と、医療・介護を対象とした新たな財政支援制度
¥茎互):議2223諮問開設器官dL2232F揺れE23註232fる基本的な方針} ， 

r面腕t1:(J)扇漏7扇面面扇面最高三~~ζーーーーーーーーーーーーーーーーーーー:之~-'I

0病床の機能分化・連携 {で三~ )・地域包括ケアシステムの構築
各医療機関が医療機能(高度急性期、急性湖、回復J明、慢性JUIlをに旦主主ノo地続支媛事業の充実
税問弔問l度等を棚し各医療機能の必要量的む J7 ①在宅医療 ・介護蛾 の推進 ②認知症施策の推進
地核の医療提供体制の将来のあるパき姿(地域医療ビジョン)を策定 A ~ ~ ③地域ケア会議の推進 @生活支援サービスの充実・強化

日出庶民主主す217調官自謀議弘満期立取る /-I T522F42222…期巡回サービス…介護サーピ
に従わない医療機関が現れた場合等には必要な対処服を講ずる ¥_1  0全国一律の予防給付(訪問介護・適所介護)を市町村が
O有床診療所等の役割の位置づけ 唱:v 取り組む地域支緩事業に移行し、多様化
tg511ftH15之官管鵠A1147i官就おiAl・責務lこ. ;.  0特別養護老人ホームの『新規』入所齢、原則、要介護3
ついて、医療法に位置づける。 1 以上に重点化 本要介護1・2でも一定の場合には入所可能

-Q官唇容体色合護主位連警ーー ー ー-~・t ーー ー ーー ー ー--~、ーー ー ーーーーー ーーーーーーー ー一一--____;1
サービス充実の ¥ーーーーーーーι ーーーーー ーー-- -雪豊 富 一一二三 - ニ ーー一一ー一

基盤制度の整備 ノ 、iE医療・介護従事者の確保、1.持続可能な介謹保険制度、
・地域での効率的・質の高い医療の確保(上舵以外の事項) .0医師確保支援を行う地域医療支援セ 1
0医療事故にかかる調査の仕組みの位置づけ 1 ンヲーの機能の位置づけ l の構築(費用負担の公平化)
0医療法人制度に係る見直し '0看護師等免許保持者「対してナ 10低所得者の保険料の軽減割合を
持ち分なし医制人への桁促進策を自1)設(砂行計閣の策定等) 1 センヲーへの届出制度長創設、 ース l 紘大
医療I.tJd上回と医鰍人}帽の合併を可能とする。 lo医療機関の勤務環境改善 l 哨 刊 の5密lの公費に加えて百榊で公

O臨床研究中核病院(仮称)の位置づけ 同 同航棚制醐吋ろ闘い 費を投入し、問者の保険料の問
l 合を鉱大

・チーム医療の推進 10臨床修練制度の高度な医療技術を有 10一定以上の所得のある利用者の
O医師又は歯科医師の指示の下、プロトコール(手順書)J=基づき ; する外国医師への鉱充 f 自己負担を引上げ

-= -~ ~O歯科技工士国家試験の全国統一化 。特定行為を行う看護師に係る研修制度を創設 I'-"W1 "'f l.x...a......L.. ~~P"..~v~ .:z:.~ ... J!. It... ~ 0低所得の施設利用者の食費・居住
*特定行為 者認師の行う診療の補助のうち高い専門知設と伎能等が必要となる行為 10介護従事者の確保 ! 費を補模する『補足給付Jの要件に
;0診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲文は J 傘上記基金による対応、 27年度介護報 j資産などを追加
、ー業務実施体制の見直し -J1-FIFE24主社 ーーーーーーーーーヘ、ーーーーーーーーーーー一・ー一ー-_.;

@ 
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図表圃42

「宙研Eお同医療及加護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要

回園団匪靖国

Ij 新たな基金の創設と医療・介護の連機強化(地域介護施段整備促進法等関係)
①都道府県の事業計画に記載した医療 ・介護の事業(病床の機能分化 ・連携、在宅医療 ・介護の推進等)のため、

消費税増収分脊活用した新たな基金安都道府県に設置

②医療と介護の連機を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定

2.地域における効率的かっ効果的な医療提供体制の確保(医療法関係)
①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)等を報告し、 都道府県は、そ

れをもとに地域医療構想((ビジョン)地域の医療提供体制の将来のあるべき姿)を医療計画において策定

②医師確保支獲を行 う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け

3.地滋包括ケアシステムの纏築と費用負担の公平化(介謹保険法関係)
①在宅医療 ・介護連械の推進などの地域支撞事業め充実とあわせ、全国一律の予防給付(訪問介護・iJ.所介護)季地縁

支鑑事業に移行し、多様化 ※地域支援事業 ..介護保険財1V;(で市町村が取り組む事業

②特別馨謹老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化

③低所得者の保険料軽減を鉱充

④一定以上の所得のある利用者の自己負担多2事lへ号|上(-f(ただし、月額上限あり)
⑤低所得の施設利用者の食費 ・居住費を補填する 『補足給付Iの要件に資産などを追加

企ι主企盤
①診療の補助のうちの特定行為春明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設

②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ

③医療法人社固と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置

④介護人材確保対策の検討(介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期)

-./1諸富JiUI;(Ci番通直直
公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、 介護保険法関係は平成27年4月以降など、順次施行。

図表・43

|医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度|lT雲寺弘円
O 団塊の世代が後期高齢者となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療
従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の一課題。

O このため、医療法等の改正による制度面て切対応に併せ、消費税増収分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改
革を推進するための新たな財政支援制度を創設する。

0 各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金をつくり、各都道府県が作成した計画に基づき事業実施。
。「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」を改正しヘ法律上の根拠を詞する。

()この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し、介護については平成27年度から実施。病床の機能分化・連携については、平成26
年度は回復期病床への転換等現状でも必要なもののみ対象とし、平成27年度からの地域医療構想(ビジョン)の策定後に更なる拡充を検討。

@ 

(1)地域医療構想(ビジョン)の達閥こ向けた医療機関の施設設備の
整備を推進するf劫の事業 等

2在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業

(1)在宅医療(直歯科-薬局を含む)を推進するための事業

(2)介護サービスの施設設備の整備を推進するf劫の事業 等
3医療従事者等の確保・養成のための事業

(1)医師確保のf劫の事業

(2)看護職員の確燥のための事業

(3)介護従事者の確保のための事業

(4)医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業 等

・固と都道府県の負担割合は、2/3:1/3



図表・44

病床機能報告制度と地域医療構想(ビラョシ)の策定

0 病床機能報告制度(平成26年度-)
医療機関が、その有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位で、都道府県に報告する制度

を設け、医療機関の自主的な取組みを進める。

0 地域医療構想(ビジョン)の策定(平成27年度-) I 
都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、二次医療圏等ごとの各医療機 i 
能の将来の必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進する ! 
ための地域医療のピ、ジョンを策定し、医療計画に新たに盛り込み、さらなる機能分化を推進。 I
国は、都道府県における地域医療構想(ビジョン)策定のためのガイドラインを策定する(平成26年度-)0 I 

都

荒 医療機能の報告等を活用し、地域医療構想
県 (ビジョン)を策定し、更なる機能分化を推進

図表・45

(地域医療構想(ビジョン)の内容)

1.2025年の医療需要
入院・外来別・疾患別患者数 等

2. 2025年に目指すべき医療提供体制
・二次医療圏等(在宅医療・地域包括ケアについては市町村

ごとの医療機能別の必要量

3 目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例)医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

医療従事者の確保・養成等

地域医療構想(ビジョン)を実現する仕組み

(1) r協議の場Iの設置
0 都道府県は、地域医療構想の実現について、医療関係者、医療保険者等の関係者との協議を行う「協議の場」を設置。
医療機関相互の協議により、地域医療構想を推進していくが、協議だけでは進まない場合には、都道府県知事が以下の措置を講
ずることができることとする。

(2)都道府県知事が講ずることができる措置
①病院の新規開設・増床への対応
0 都道府県知事は、開設許可の際に、不足している医療機能を担うという条件を付けることができることとする。

②既存医療機関による医療機能の転換への対応
[医療機闘が過剰な医療機能に転換しようとする場合]
0 都道府県知事は、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めることができることとし、転換にやむを得ない事情がないと
認める時は、医療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請(公的医療機関等には命令)することができることとする。

[r協議の場」の協議が調わず、自主的な取組みだけでは機能分化・連携が進まない場合]
0 都道府県知事は、医療審議会の意見を聡いて、不足している医療機能に係る医療を提供すること等を要請(公的医療機関等に
は指示)することができることとする。

③稼働していない病床の削減の要請
0 医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、都道府県知事は公的医療機関等以外の医療機関に対して、医
療審議会の意見を聴いて、稼働していない病床の削減を要請することができることとする。

※現行の医療法上、公的医療機関等に対しては、都道府県知事が稼働していない病床の削減を命令することができることとなってい
る。

【医療機関が上記の要請文は命令・指示に従わない場合の措置】
医療機関が上記の要請に従わない場合は、都道府県知事が勧告を行う。当該勧告にも従わない場合や、公的医療機闘が上記

の命令・指示に従わない場合には、現行の医療法上の措置(管理者の変更命令や公的医療機関への運営の指示等)に加えて、
以下の措置を講ずることができることとする。

イ医療機関名の公表

口各種補助金の交付対象や福祉医療機構の融資対象からの除外

ハ地域医療支媛病院・特定機能病院の不承認・承認の取消し

@ 
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図表・46

予防給付の見直しと地域支援事業の充実

0予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行(2
9年度末まで)。財源構成は給付と閉じ(園、都道府県、市町村、 1号保険料、 2号保険料)。

O既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、 NPO、民間企業、ボランティアなど地減の多様な主体客活用して高齢者を支援
(高齢者の状態像等に応じたケアマネジメント)。高齢者は支え手但11に回ることも。

0総合事業の事業費の上限は、事業への移行分を賄えるように見直し。
0国は、指針(ガイドライン)を策定し、市町村による事業の円滑な実施を支援。

地域支援事業 「
r 、 l・ なーピスを必要とする人

4予竺虫色、 (既存の訪問介護 R こ 介 }ー」サ

; 5l JJ::::lf立ー 竺
移行

I)}一仁λ {/I :的な関係性ではなく、サービスを利
』 γ | コミュニティザロン、住民主体の運動・交流の場 r I i用しながら地践とのつながりを維持
. ~ - !できる

| リハビリ、栄養、日経ケア等の専門聡等 I 1:・能力に応じた柔軟な支援により、
|関与する教室 JJ i介護サービスからの自立意欲が向上

サービスの充実 1 

| ・多様なニーズに対 | 
| するサービスの鉱 | 
| がりにより、在宅生 |

l ;舌の安心確保 l 

。 同時に実現

費用の効率化 l 

-住民主体のサーピ | 
ス利用の拡充 | 
・認定に至らない | 

高齢者の増加 | 
・重度化予防の推進 J 

:2252;訪問耕与野予防活一 躍若宮正 門戸!同 |閣誕 'eil I 
.1ハピリテーション専門職等の関与による介護予防の取組 1 tMIiir:ニ4ニL辺二lii1Ii温 I (fJ1i:fí~ 1 1 1;'，予'1;:芳i~主 | 
・見守り等生活支媛の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進 1.与ヨ圃圃・・.. 園圃園圃 l 一一一一- ，， -一一一一一一 l 

図表・47

特別養護老人ホームの重点化

〔見直し案〕

O 原則、特蕃への新規入所者を要介護度3以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者
を支える施設としての機能に重点化【既入所者は除く】

0 他方で、軽度(要介護 1・2)の要介護者について、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著し
く困難であると認められる場合には、市町村の関与の下、特例的に、入所を認める

【参考 :要介護1・2であっても特養への入所が必要と考えられる場合(詳細については今後検討) 】

〉知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難
〉家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠
〉認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要

《 施設数 7，831施設 サービス受給者数:51.1万人(平成25年8月) >> 

平成12年

平成23年五.118.7 

[闘]平成23年度における特養の新規入所 2.1 9.0 
者

※全体の約14万人 0% 10% 
のうち要介護1.2は
約J.s万ンι
特養の入所申込者の状況

全体

うち在宅の方

要介護3 要介護4 要介護5 (平均要介護度)

19.0 28.7 I一三ι器埠 1 1(3.35) 

(3.89) 

26.1 36.7 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

要介護3

1 1.0 
(26.2%) 

5.4 
(12.9%) 

要介護4-5

17. 9 
(42.4%) 

i 6. 7 i 
I (16.0%) I 

計

42. 1 
(100%) 

19. 9 
(47.2%) 

(単位万人)

見各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。(平成21年12月集計。調査時点は都道府県によって異なる。)

@ 



図表・48

低所得者の一号保険料の軽減強化

〔見直し案〕・給付費の5害IJの公費とは別枠で公費を投入し、
低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。

平成27年度(第6期介護保険事業計画)から実施。

27年度~

0.3 

0.5 

0.7 

市町村民税
世帯全員が非課税

市町村民税本人が課税

1.5 

1.25 

図表・49

(65歳以上全体の約3割)

「一 一定以上所得者の利用者負担の見置し

i 負担割合の引き上げ ! 
ー O 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に据え置いている利用者負担につい
て、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を2割とする。ただし、月額上限があるため、見直し対象の全
員の負担が2倍になるわけではない。

0 自己負担2割とする水準は、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、かつ負担可能な水準として、
被保険者の上位20%に該当する合計所得金額160万円以上の者(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)
O 利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位20%に相当する基準を設定したとして
も、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15%程度、特養入所者の5%程度と推計。

自己負担2割とする水準(単身で年金服入のみの場合)
※年金収入の場合-合計所得金額=年金収入額一公的年金等控除(基本的に120万円)

合計所得金額

l I 
年金収ノt 1100γ  ? ↑poo 

!住民税 l:平ゐ.ゐ清量.五五百モデjレ証 i 
i非課税 ilc無穂高齢者単身世 :i金 i 
!155万 ..帯)←~ ~!(厚生年金l!
i円 ji--J.L日目…-…l!198万円 j

戸証扇面百丁

160 190 ‘h 
l tl  E'L 

01 ↑千 1400 " 

(案)被保険者 I[五議忌辰一-j j雇蚕福函お
の上位~O% I !料が第6段! !現役並み所 j
280万円 I 階 ! !得 | 

し310豆町 L~~~万円 | 

|参考医療保険の70議以上の高額療養費の限度額 | 
自己負担限度額(高額介護サービス費)のうち、医療保険の現役並み

所得に相当する者のみ引上げ
自己負担限帯単度額位 I 
(現行/世 ) 

〈現行〉
ー一一寸ーーー

自己負担限度額(月額)

一般 | 旦迎El_(世帯)

市町村民税世帯非課税等 24，600円(世帯)

i年金収入80万円以下等 I 15，000円(個人)

現役並み所得者

一般

市町村民税非課税等

年金収入80万円以下
等

@ 

B多0，数1∞該+当医弘療費1%
( 坐&盟国)

坐A盟E

24，6∞円

15.0∞円
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図表・50

補足給付の見直し(資産等の勘案〉

0 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者につ

いては、その申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。

0 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度でありj買貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは

不公平であることから、資産を勘案する等の見直しを行う。

第1段
-生活保護受給者

階 者-市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給 | 

第2段
-市町村民税世帯非課税であって、

階
課税年金収入額+合計所得金額がm万円以
下

第3段 -市町村民税世宇野非課税であって、

階 利用者負担第2段階該当者以外

第4段 -市町村民税本人非課税・世帯課税

階~ -市町村民税本人課税者

負|
担 l
軽J
減、
の l
対 l
象 l

13万円~、

第4段階第3段階

<見直し案>

預貯金等

配偶者の所得

非課税年金収入

図表・51

、1l
l
l』
J

一一層
一
鋭一の一設一創一度

I
l
l
一制
「
1
1
1
、

特定行為に係る看護師の研修制度について

02025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図ってし、くためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、その都度、医師又は歯

科医師の判断を仰がず、手11慎書に定められている方法により、一定の診療の補助(特定行為:例えば、脱水時の点滴(脱水の程度
の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。

0このため、その行為を特定し、手順書に定められた方法によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化すること
により、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的である。

医師又は歯科医師
に指示を求める

(特定行為に係る研修の対象となる場

合

医師又は歯科医師が患

者を特定した上で、看

護師に手順書※に定め

られている方法により

特定行為を実施するよ
ー+t:;一

※手順書:看護師が特定行為を行うために医師又は歯科医師により作成される文書であって、『特定行為を行う方法』、看護師が特定行為

を行うときに『配慮すべき事項』、特定行為を行うことができる『患者の病状』その他の事項が定められているもの。

》現行と同線、医師又は歯科医師の指示を受けて看護師が特定行為を行うことに制限は生じない。

》本制度を導入した場合でも、患者の病状や看護姉の能力を勘案し、医師又は歯科医師が直接対応するか、どのような指示により看護師に

診察の補助を行わせるかの判断は医師又は歯科医師が行うことに変わりはない。

(指定研修修了者の把握方法 ) 

研修修了者の把握については、厚生労働省が指定研修機関から研修修了者名簿の提出を受ける(省令で規定するこ

とを想定)。
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図表・52

医療事故に係る調査の仕組み

0 医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援セ

ンター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医

療の安全を確保する。

0 対象となる医療事故は、医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、文は起因すると疑われる死亡又は死産であって、

当該医療機関の管理者がその死亡又は死産を予期しなかったものとする。

誼査金量匙i

・対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、第三者機関への報告(①)、必要な調査の実施(②)、調査結

果について遺族への説明及び第三者機関(※)への報告(③)を行う。

・第三者機関は、医療機関が行った調査結果の報告に係る整理・分析(④)を行い、医療事故の再発の防止に関する

普及啓発を行う。

・医療機関又は遺族から調査の依額(⑤)があったものについて、第三者機関が調査(⑥)を行い、その結果を

医療機関及び遺族への報告(⑦)を行う。

※(1)医療機関への支援、 (2)院内調査結果の整理・分析、 (3)遺族文は医療機関からの求めに応じて行う調査の実施、 (4)再発の防止に関する

普及啓発、 (5)医療事故に係る調査に犠わる者への研修等を適切かつ確実に行う新たな民間組織を指定する。

い 必要:品、仰の鰍，支度当'?br~二 医療機関〈欄・跡所・助産所)
hp. 2?云守 ②院内調査

zn 必要な支援~与と-- .-_. 

③み告 ③九月遺族
" ‘と司型且

( 支援団体 ) 

全医療機関共通
の調査の流れ
圃圃圃圃惨

①報告

(注1)支援団体については、実務上厚生労働省に登録するとともに、委託を受けて第三者機関の業務の一部を行う。
(注2)第三者機関への調査の依頼は、院内調査の結果が得られる前に行われる場合もある。

回ると思いますが、診療報酬改定でも消費税

財源を使って何をやるのかを意識して改定作

業をしなければならず、その枠組みの中での

初の改定であったということです。

先ほども申し上げましたように、診療報酬

で引っ張る部分と、併せて基金の役割も報告

書で定義されましたので、改革手法としてど

れだけ診療報酬で手当てし、どれだけ基金に

回すのかは、これからもず、っと引き続いてい

く問題だと思います。

さらに、単に医療費を増やすだけではなく、

体質改善をしながら進めてほしいという提言

がありました。したがって今回は7対 1病床

の見直しがずっと象徴的な議論として続けら

れてきましたが、そういったことが続いてい

くのではないかと考えております。

2014年度社会保障予算

来年度の社会保障予算でありますが、新聞

などでも報道されているように初めて 30兆

円を超えました。 2013年度予算では年金と

図表・53

平成26年度の診療報酬改定は、以下のとおりとする。

※ ( )内は、消費税率引上げに伴う医僚機関等の課税仕入れにカ哨当るコスト
増への対応分

1.診療報酬本体

改定率 + O. 7 3 % (+ O. 6 3 %) 
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2 薬価改定等

改定率 .....0. 63% (+0. 73%) 

薬価改定 ..... O. 5 8 % (+ O. 6 4 %) 

材料価格改定 ..... O. 05% (+ O. 09%) 
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図表・54

講演3 社会保障改革の動向とこれからの医療

診療報酬改定について
地機医療向け繍助金(基金)

I 約900億円程度(国・地方) I A 
I f プラス改定

:1新たな財政支銀制肢の創
iI 段(消費税収活用対象)
d 約540億円程度
d (国・地方)

11 国費・約360億円程度

智議
面i宮
地 ~収イ I 7対1病床から受It111 I 0.63% I 0.73% 
方円全

〉Ei

診療報酬本体

n
u
v
 

薬価改定

マイナス改定 薬価

医療の国庫負担で同額でしたが、この4月か

らの2014年度予算の内訳を見ますと、先ほ

どからの傾向を反映して、医療が年金の国庫

負担を上回るということが起こっているのが

特色の一つです(図表60)。

二つ目は、 2014年度における「社会保障

の充実」という表が厚生労働省で作られてお

ります(図表61)。この「社会保障の充実J

は一つの言葉でして、先ほどの消費税で言え

ば、 10%になったときに、引き上げられた

5%のうち 1%分を社会保障の充実に使うと

されておりました。その 1%分は2014年で

いうと 5000億円に相当するお金です。その

5000億円を何に配分しなければならないか

ということも、必ず問われるということにな

ります(図表62)。

改革は続行するわけです。中医協に示され

た図に示されておりますように、 2025年の

医療・介護サービスのあるべき姿の実現に向

けて、診療報酬、介護報酬、法律改正、医療

計画の何度かの見直しを通じてこれを達成し

ていくことであります(図表65)。今回は

第一弾でございましたが、来年は医療保険の

法律が出ることになっており、来年も、 2年

後も、ず、っとそういったことが続いていくこ

とになろうかと思います。

時間がまいりました。私の説明は以上でご

ざいます。ご清聴、ありがとうございました。
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図表・55

2014年改定をめぐって

0定例改定と消費税対応と同時(史上初)
・消費税対応 89年/97年

0財源の区分:消費税財源

cr一体改革」の枠組みによる初の改定)
O診療報酬改定と基金(改革手法の問題)

07対1病床の見直し(r重点化・効率化J)

図表・57

図表・56

平成26年度鯵療報酬改定ー改定率のポイントー

|①清鰍引上げ対応分の満蜘保 改定率+1.3附

泊費設引上げによる医僚樋闘叢局の仕入れ負担増に対して.必要顧問56回閣内=改定串1.361J叫を満額確保

具体的には初診斜・再診斜L調剤基本科等の引上げにより、 E~<医檀糧阻・事園田経世安定住量鼠

15-mhE活用し鳩鮒嗣均一一 告示定宇一i軸 | 
壇〉寸保償斜等の国民負担のIII加を極力避けつつ.泊費税財源を活用して.0.1%由プラス改定

r>>-2 そ叩際.;@.住期病床から受け皿病床へ円滑な移行を進めるためk経過期間(1年を予定)中町費用情唱を信捜報
商本体に上最せ.+0.15%由改定率に相当

策医斜i歯株鯛剤師配分比車は.1:1.1:0.3(滑費税引上げ対応分を除く)

lG医療提供糊輔のための基金の創霞 醐億円
医密提供体制改革のための麓童に公費9田信円在確保

全体的に民間への公平な取鼠いに配慮.地場包絡ケアを担ラ医串機関等への支援にも苦用可能.

平 26年度診療報酬改定平成26年度診療報酬改定の基本方針のポイント n 

基本認識

平成25年 12月6自

社会保障審議会医療保険部会

社会保障審議会医療部会

!0入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に取り組み、医療提供体制の再構築、 1
1 地域包括ケアシステムの構築を図る。 i 

重点課題
・岨圃曲・--ーー ーーーーー._~・圃・M圃白幽-・"1-.

110医療機閣の機能分化・強化と連機、在宅医療の充実等 ! 
11 入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等 ! 
L____ー--・四』・ーー司圃ーー“園圃4ゐーも，;-;..四国圃園田ーーーー「品ーーー圃-~--'--園田園圃ーーーー園、d園田_...園田園副ー圃圃・・・_.・.. -'・-ーー・圃五』・ー圃}圃._-ー」

改定の視点

・ 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
がん医療の推進、精神疾患に対する医療の推進等

・ 患者等から見て分かりゃすく納得でき、安心・安全で質の高い医療を実現する視点
医療安全対策の推進等、患者データの提出等

・ 医療従事者の負担を軽減する視点
医療従事者の負担軽減の取組、救急外来の機能分化の推進、 等

・ 効率化余地がある分野を適正化する視点
後発医薬品の使用促進等

将来に向けた課題

i 超少子高齢社会の医療ニーズに合わせた医療提供体制の再構築、地減包括ケアシステムの構築については、直ちに完成する i
iものではなく、平成26年度診療報酬改定以降も、引き続き‘202S(平成371年に向けて、質の高い医療が提供される診療報酬体系 i 
iの在り方の検討も含め‘医療機関の機能分化・強化と連世在宅医療の充実等に取り組んでいく必要がある。 i 
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講演3 社会保障改革の動向とこれからの医療

図表園58

平成26年度診療報酬改定の基本的な考え方

く現在の姿〉

図表・59

超高齢社会の医療ニーズに合わせた

医療提供体制改革

①7対1入院基本料の適正化
急性期後の病床の評価の引上げ

→丸院単価の低下

②主治医機能の評価

→鋼院舛来から診療所への移行

③在宅医療の充実

→丸院医痕から在宅医療への移行

14年度診療報酬改定のポイント

1 消費税率8%の引上げへの対応

2 入院の機能分化

3 外来の機能分化

4 在宅医療の充実

5 歯科医療の推進

6 的確な投薬管理・指導の推進

7 がん、精神疾患、認知症、救急医療、小児

医療等

@ 

く2025年(平成37年)の姿〉

在宅医療



図表・60

平成26年度厚生労働省予算案(一般会計)
社会保障関係費の内訳

【平成25年度予算額と平成26年度予算案の社会保障関係費の比較】 【平成26年度予算案の社会保障関係費の内訳】

(単位 億円)

平成25年度
予算額
(A) 

平成26年度
予算 案
(8) 

増ム 減額|増ム減率

{(B](守)(A))I (e); (A) 
雇用

O. 2兆円
0.6% 

年金 104.279 107. 1661 2. 887 2. 8号也

社会保障
関係費

289. 397 302.251112.854 4. 4g也

医療I 105. 5871 111. 9901 6. 4031 6. 1% 

介護I 24.9161 26.2571 1.3401 5.4%  

福祉等I 52.6301 55.0161 2.3861 4.5%  

雇用 1. 985 1. 8221 ム1621 .68. 2%  

[計数整理の結果、異動を生ずることがある。]

(注1)平成25年度予算額は当初予算額である。

(注2)計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。

図表・61

平成26年度における『社会保障の充実J(概要)
円億位単

剛
山
町
剛
山
町
副
，

事 項 事業内容 計 (注1) I 圏分 ; 地方分

子ども・子育て支援の充実

待機児童解消の推進と地域の子ども・子育て支援 ・
の充実 1 2，9151 1，348: 1，568 
(r待機児童解消加速化プランJの推進、保育緊急 1 -，_. -1 .，;制l
確保事業の実施)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー1-・----ー・・ー__ _-1_ーーーー-ーー-'---・ーーー

社会的養護の充実 I 8~ 40: 40: 

育児休業中の経済的支援の強化 641 56: 81 

医療保険制度の改革

病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等

(1)消費税財源の活用による診療報酬の改定 1 35訓 249: 105 

(2)新たな財政支援制度の創設(※) 5441 36司 181 

地域包括ケアシステムの構築 ."，1 
(認知症に係る地域支援事業の充実等) 431 22! 判
国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充 | 叫 d 引

高額療養費制度の見直し 1 4剖 37冗: 5! 

医療・介護サービスの
提供体制改革

医療・介護

の充実

難疾病患へ・小の児対慢応性特定
難病・小児慢性特定疾患に係る公平かつ安定的な

298 126: 172 
制度の確立等

年金制度の改善 遺族基礎年金の父子家庭への対象拡大 10 10: q 

合計 4，962 2，249; 2，713 

※医療提供体制改革のための新たな財政支援制度(基金)については、上記に加え、公費360億円の上乗せ措置を別途実施。その結果、
基金規模は合計904億円。
(注1)金額は公費(国及び地方の合計額)である。

(注2)計数は、それぞれ四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。

(;主3)r保育緊急確保事業」の国分(1，043億円)は内閣府、保育所運営費の国分(304億円)は厚生労働省に計上。
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講演3 社会保障改革の動向とこれからの医療

図表・62 図表・64

社会保障予算の充実

0社会保障予算の充実として、 5000億円を
計上

社会保障制度改革国民会議報告書

~確かな社会保障を将来世代に

伝えるための道筋~
0子ども・子育て:3000億円

2013年8月6日

O医療・介護:2000億円

→提供体制:900億円→診療報酬:350億円

図表・63

11 平成26年度の社会保障の充実・安定化について l 
0消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向ける。
0社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点か5、平成26年度の増収額
5兆円(※)については、
①まず基礎年金国庫負担割合2分の1に2.95兆円を向け、
②残額を満年度時の
『社会保障の充実J及び『消費税引上げに伴う社会保障4経費の増」と
「後代への負担のつけ回しの軽減J
の比率(概ね1: 2)で按分した額をそれぞれに向ける。

※消費税については、国の会計年度と、消費税を納税する者の事業年度が必ずしも一致しないこと等により、段階的なi首収となる。

(26年度消費税増収分の内訳〉
、

《増収額計 :5兆円》

(著書考)算定方法のイメージ
-後代への負担のつけ回しの軽減

0基礎年金国庫負担割合2分の1
消費税率引上げに伴う社会保障4経費の増

I 2.95兆円 | 
(平2成分2の4年1の度差・額25に年係度るの費基用礎を年含金む国)庫負担割合

・社会保障の充実
・基礎年金国庫負担割合112

0社会保障の充実 I 0.5兆円 | -子どち・子育て支援の充実
-医療・介護の充実
-年金制度の改善

0消費税率引上げに伴う社会保障4経費の増1 0.2兆円 | 
-診物療価報上酬昇、に介伴護うi報曽酬、 子育て支援等についての

0後代への負担のつけ回しの軽減
-確高保齢で化等きてに伴うい自既然存i曽のを社含会む保安障定費財源が

I 1.3兆円 | 
いな

26年度 満年度
(注)金額は公費(国及び地方の合計額)である。 (消費税率5%引上げ時)
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② 
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スケジュール(粗いイメージ)
2012年 2014年 2016年 2018年 2020年 2022年 2024年 2025年
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図表・66

「持続可能な社会保障制度の確立を図る
ための改革の推進に関する法律J

012月5日参議院本会議で可決・成立
・公布後、 1月以内に施行(1月12日施行)

ーラ社会保障制度改革推進本部の設置

・公布後、 6月以内

→社会保障制度改革推進会議の設置

0期限:fs年を超えない範囲内において政令で
定める固まで」訪中長期的課題の検討

@ 


